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１ 地籍調査で把握する所有者情報の活用検討の必要性

○ 国土審議会土地政策分科会特別部会（平成29年9月12日第1回開催）において、所有者不明土地
問題に関する制度の方向性等を議論。
○ 所有者の探索を円滑化する仕組みの一つとして、有益な所有者情報へのアクセスを可能とする方
策の検討の必要性を示唆。
○ その中で、所有者探索に資する追加的な所有者情報源の例として、地籍調査において把握した立
会人等の所有者情報が記載される地籍調査票等が示されているところ。

経済財政運営と改革の基本方針２０１７
（平成２９年６月９日閣議決定）（抜粋）

公共事業や農地・林地の集約化等において共通課題
となっている所有者を特定することが困難な土地に関し
て、地域の実情に応じた適切な利用や管理が図られる
よう、共有地の管理に係る同意要件の明確化や、公的
機関の関与により地域ニーズに対応した幅広い公共的
目的のための利用を可能とする新たな仕組みの構築、
長期間相続登記が未了の土地の解消を図るための方
策等について、関係省庁が一体となって検討を行い、必
要となる法案の次期通常国会への提出を目指す。さら
に、今後、人口減少に伴い所有者を特定することが困
難な土地が増大することも見据えて、登記制度や土地
所有権の在り方等の中長期的課題については、関連す
る審議会等において速やかに検討に着手し、経済財政
諮問会議に状況を報告するものとする。

平成２９年９月１２日開催第１回国土審議会土地政策分科会特別部会資料
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〔参考〕 国土審議会土地政策分科会特別部会について

平成２９年１０月２５日開催第２回国土審議会土地政策分科会特別部会資料
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〔参考〕 国土審議会土地政策分科会特別部会について

平成２９年１０月２５日開催第２回国土審議会土地政策分科会特別部会資料
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２ 地籍調査で把握する所有者情報について

○ 地籍調査では土地所有者等に現地調査における立会いを求めるため、所有者調査を実施
○ 所有者調査では戸籍や住民票等の追跡調査により登記簿に記載されていない所有者情報を把
握する場合が存在
○ 地籍調査で登記簿上の所有者に関する情報の変更（住所の変更 等）が確認された場合には、
地籍簿にその内容が記録され、地籍簿の送付を受けた登記所で登記簿を修正

※土地所有者の住所変更が未登記であった土地は、追跡調査を要した土地の３割（約４万筆）

○ また、現地調査に当たっては、現地調査の内容を記録するため、一筆毎に地籍調査票を作成し、
現地で立ち会った土地所有者等は地籍調査票に署名する

Ｈ２８年度地籍調査における土地所有者等※１に関する調査

※２ １調査地区には、様々な地帯（DID、宅地、農地、林地）が含まれるため、地区内で最も割合の多い地帯で区分
※１ 土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人

登記簿上の土地所有者に対し、現地調査の通知

地籍調査における土地所有者等 の調査手順

追跡調査（戸籍・住民票・近隣
住民からの事情聴取等）により
土地所有者等を調査し、再通知

土地所有者等の立会い
により土地境界を確認

筆界未定
or

客観的資料で
土地境界を確認

※ 土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人

所在不明

①所在を確認

③所在不明②所在を確認

※

※

地帯別※２の調査結果
【 （）内の数字は調査対象筆数に対する割合、〔〕内の数字は登記簿のみで所在不明に対する割合 】

全体
都市部
（DID） 宅地 農地 林地

調査対象筆数 ６２２，６０８ ７９，７８３ ９８，７７５ ２００，６１７ ２４３，４３３

①登記簿上で所在確認
４９７，５４９
（７９．９%）

６８，２０３
（８５．５%）

８１，６１０
（８２．６%）

１６６．６４８
（８３．１%）

１８１，０８８
（７４．４%）

②登記簿のみでは所在不明
１２５，０５９
（２０．１%）

１１，５８０
（１４．５%）

１７，１６５
（１７．４%）

３３，９６９
（１６．９%）

６２，３４５
（２５．６%）

②-1 所有権移転の未登記（相続） ８３，３７１
〔６６．７%〕

５，１５２
〔４４．５%〕

１０，３９９
〔６０．６%〕

２４，３７５
〔７１．８%〕

４３，４４５
〔６９．７%〕

②-2所有権移転の未登記（売買・交換等） １，１９２
〔１．０%〕

３０
〔０．３%〕

１９８
〔１．２%〕

７８６
〔２．３%〕

１７８
〔０．３%〕

②-3住所変更の未登記 ４０，４９６
〔３２．４%〕

６，３９８
〔５５．３%〕

６，５６８
〔３８．３%〕

８，８０８
〔２５．９%〕

１８，７２２
〔３０．０%〕

③最終的に所在不明
２，５２６

（０．４１%）
３０４

（０．３８%）
１３４

（０．１４%）
６８９

（０．３４%）
１，３９９

（０．５７%）

要 因

参考：筆界未定
１０，１４０
（１．６%）

２，０１４
（２．５%）

１，４３８
（１．５%）

２，２６４
（１．１%）

４，４２４
（１．８%）
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〔参考〕 地籍調査票について

地籍調査票作成要領について（平成14年1月16日付
け国土国第423号国土交通省土地・水資源局長通知）

地籍調査作業規程準則
（昭和32年総理府令第71号）（抄）

（記録等の保管）

第六条 地籍調査を行う者は、調査図、地籍調査票、測量記録
その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。

（地籍調査票の作成）
第十八条 地籍調査票は、毎筆の土地について、登記簿に基
づいて作成するものとする。
２ 地籍調査票は、土地課税台帳を用いて作成することができ
る。この場合においては、作成後遅滞なく登記簿と照合しなけ
ればならない。
３ 地籍調査票は、地番区域ごとに、地番の順序につづり、表紙
を付し、これに土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿
冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとす
る。

（現地調査の実施）
第二十三条 現地調査は、調査図素図に基いて、おおむね土
地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、
地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。
２ 前項の調査には、当該調査に係る土地の所有者等の立会
いを求めるとともに、その経緯を地籍調査票に記録するものと
する。
３ 第一項の調査を行つたときは、調査図素図に調査年月日を
記録するとともに、調査図素図の表示が調査の結果と相違し
ているときは、当該表示事項を訂正し又は修正しその他調査
図素図に必要な記録をして調査図を作成するものとする。
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３ 地籍調査票等の保管状況について

○ 地籍調査の過程で作成した調査図、地籍調査票、測量記録等の保管のあり方は、実施主体である
市区町村等の行政文書管理に関するルールに服するが、実際上、多くの市区町村が保管年限を永
年として保管している状況。
○ これらの記録により調査の内容を明らかにしておくことは、手続きの透明性の確保や成果の信頼性
向上、成果の利活用の促進等につながるものであり、引き続き適切な保管に努める必要。

◆地籍調査関係書類の保管状況（保管できているものを回答）

◆地籍調査関係書類の保管部局

◆地籍調査関係書類の保管期間

地籍調査実施市区町村を対象に地籍調査関係書類（調査図、地籍調査票、測量記録その他地籍調査に関する記録をいう。ただし、
地籍図及び地籍簿を除く。以下同じ。）の保管状況について、アンケート調査を実施（平成２９年９月地籍整備課調べ）

909

300

251

地籍調査部局

税務部局

その他

回答者数：1,427市区町村

※複数選択含む

1367

83

永年保管

その他

※複数選択含む

回答者数：1,427市区町村
1332

1320

1239

1064

調査図

地籍調査票

測量記録

その他

回答者数：1,427市区町村
（93.3％）

（92.5％）

（86.8％）

（74.6％）
※（）内は回答者数に対する割合

※本アンケートは、地籍調査実施市区町村（1,568市区町村）のうち認証
成果を持つ市区町村を対象に行い、未回答や回答不備等を除く1,427市
区町村分を集計したもの。
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４ 地籍調査情報の利活用のあり方等についての検討の視点
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○ 地籍図及び地籍簿並びにその他地籍調査に関する記録（以下「地籍調査情報」という。）は、法
令等に抵触しない範囲で、官民を問わず、様々な分野で広く利活用されることが望ましい。
○ 地籍調査の進捗に加え、維持・管理を含む地籍調査情報の利活用を促す環境整備も重要な課
題ではないか。
○ 今後の土地政策に関する政府全体の議論を踏まえ、地籍調査情報の利活用のあり方等の検
討が必要ではないか。

○関係機関（市区町村等の内部部局、関係省庁）との連携
○合理的な保管のあり方（形式（電子化・データ化）、保管期間等）
○個人情報保護との関係
○国及び自治体の予算・組織体制上の課題 等

検討の視点

維持・管理
・保存
・更新
・修正

活用
・市区町村等内での内部利用
・関係機関への提供
・一般公開

地籍調査情報
・最終成果
－地籍図、地籍簿
・その他
－調査図、地籍調査票、測
量記録 等


